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「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に

関連する事項等についてJの一部改正について

標記については、「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算

定できる場合の一部を改正する件J(平成22年厚生労働省告示第103号)等が公布され、

平成22年4月 1日から適用されることに伴い、下記の通知の一部を改正することとした

ので、その取扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周

知徹底を図られたい。

記

. r医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に

関連する事項等についてJ(平成18年4月28日老老発第0428001号・保医発第0428001

号)の一部改正

記以下を別添のとおり改正し、平成22年4月1日から適用する。



直二週

第 1 厚生労働大臣が定める療養告示について

1 第 l号関係について

(1) 介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪等

により密度の高い医療行為が必要となった場合については、当該忠者を医療保

険適用病床に転床させて療養を行うことが原則であるが、愚者の状態、当該病

院又は診療所の病床の空き状況等により、患者を転床させず、当該介護保険適

用病床において緊急に医療行為を行う必要のあることが想定され、このような

場合については、当該病床において療養の給付又は医療が行われることは可能

であり、この場合の当該緊急に行われた医療に係る給付については、医療保険

から行うものであること。

(2 ) 介護保険から給付される部分に相当する療養については、医療保険からの給

付は行わないものであること。

2 第2号関係について

(1) 療養病棟(介護保険法第8条第26項に規定する療養病床等に係る病棟をいう。

以下同じ。)に該当する病棟が一つである病院又は診療所において、介護保険

適用の指定を受けることにより要介護被保険者以外の患者等に対する対応が困

難になることを避けるため、当該病院又は診療所において、あらかじめ 2つの

病室(各病室の病床数が 4を超える場合については4病床を上限とする。)を

定め、当該病室について都道府県知事及び地方厚生(支)局長に届け出た場合

は、当該病室において行った療養に係る給付は、医療保険から行うものとする

こと。

(2 ) 当該届出については、別紙様式1から 8までに従い、医療保険からの給付を

行う場合の入院基本料の区分のほか、夜間勤務等の体制、療養環境等について

記載するものであること。入院基本料の区分については、原則として、介護保

険適用病床における療養型介護療養施設サービス費又は診療所型介護療養施設

サービス費の算定に係る看護師等の配置基準と同ーのものに相当する入院基本

料を届け出るものであること。

3 第3号関係について

介護保険適用病床に入院している患者に対し歯科療養を行った場合についての当

該療養に係る給付については医療保険から行うものであること。

第 2 医療保険適用及び介護保険適用の病床を有する保険医療機関に係る留意事項につ

いて

1 同ーの病棟で医療保険適用と介護保険適用の病床を病室単位で混在できる場合



(1) 療養病棟を 2病棟以下しか持たない病院及び診療所

(2) 病院で、あって、当該病院の療養病棟(医療保険適用であるものに限る。)の病

室のうち、当該病棟の病室数の 2分の 1を超えない数の病室を定め、当該病室

について指定介護療養型医療施設の指定を受けることについて地方厚生(支)

局長に届け出た場合には、平成24年 3月31日までの聞に限り、当該病室におい

て行った療養に係る給付は、介護保険から行うものとすること。

(3 ) 病院(指定介護療養型医療施設であるものに限る。)であって、当該病院の療

養病棟の病室のうち、当該病棟の病室数の2分の 1を超えない数の病室を定め、

当該病室について指定介護療養型医療施設の指定を除外し、当該病室に入院す

る者について療養の給付(健康保険法第52条第1項の療養の給付をいう。)を行

おうとすることについて地方厚生(支)局長に届け出た場合には、平成24年 3

月31日までの聞に限り、当該病室において行った療養に係る給付は、医療保険

から行うものとすること。

2 施設基準関係

(1) 1保険医療機関における介護保険適用の療養病床(以下「介護療養病床Jと

いう。)と医療保険適用の療養病床(以下「医療療養病床Jという。)で別の看

護師等の配置基準を採用できること。

(2) 1病棟を医療療養病床と介護療養病床に分ける場合については、各保険適用

の病床ごとに、 1病棟すべてを当該保険の適用病床とみなじた場合に満たすこ

とのできる看護師等の配置基準に係る入院基本料等(医療療養病床の場合は療

養病棟入院基本料1又は2、介護療養病床の場合は療養型介護療養施設サービ

ス費)を採用するものとすること。このため、 1病棟内における医療療養病床

と介護療養病床とで、届け出る看護師等の配置基準が異なることがあり得るも

のであること。ただし、医療療養病床及び介護療養病床各々において満たすこ

とのできる看護師等の配置基準に係る入院基本料等を採用することもできるも

のであること。なお、医療療養病床に係る届出については、「基本診療料の施

設基準等J(平成20年厚生労働省告示第62号)及び「基本診療料の施設基準等及

びその届出に関する手続きの取扱いについてJ(平成22年 3月5日係医発0305第

2号)に基づき、療養病棟入院基本料1若しくは2又は有床診療所療養病床入

院基本料を届け出るものであること。

(3 ) 夜間勤務等の体制については、病棟ごとに届出を行うことが可能であるが、

1病棟を医療療養病床と介護療養病床とに分ける場合には、各保険適用の病床

ごとに、 1病棟すべてを当該保険の適用病床とみなした場合に満たすことので

きる夜間勤務等の体制を採用するものとすること。

3 入院期間、平均在院日数の考え方について

(1) 介護保険適用病床に入院している患者が、急性増悪等により一般病棟での医

療が必要となり、同病棟に転棟した場合は、転棟後30日までの問は、新規入院

患者と同様に取り扱うこと。



(2) (1)以外の場合についての入院期間の考え方については、介護保険適用の病

床に入院している期間についても、医療保険適用病床に入院している場合と同

様に取り扱うものであること。

(3) 平均在院日数の考え方については、(1)及び(2)と同様であること。

4 介護保険適用病床に入院中に医療保険からの給付を受けた場合の取扱いについて

(1) 介護保険適用病床において、緊急その他の場合において療養の給付を受けた

場合において、当該医療保険における請求については、「入院外」のレセプト

を使用すること。

(2 ) この場合において、医療保険における患者の一部負担の取扱いについても通

常の外来に要する費用負担によるものであること。

5 医療保険の診療項目と介護保険の特定診療費及び特別療養費の算定における留意

事項

(1) 同一施設内の医療保険適用病床から介護保険適用病床へ転床した場合、当該

転床した月においては、特定診療費として定められた初期入院診療管理は算定

できないものであること。ただし、当該医療保険適用病床と介護保険適用病床

における入院期間が通算して 6月以内の場合であって、当該介護保険適用病床

に転床した患者の病状の変化等により、診療方針に重要な変更があり、入院診

療計画を見痘す必要が生じた場合においては、この限りでない。

(2 ) 同一施設内の医療保険適用病床から、介護療養型老入保健施設に入所した者

又は当該医療機関と一体的に運営されるサテライト型小規模介護療養型老人保

健施設に入所した者にあっては、特別療養費に定める初期入所診療加算は算定

できないものであること。ただし、当該施設の入所期間及び当該施設入所前の

医療保険適用病床における入所期聞が通算して6月以内の場合であって、当該

入所した者の病状の変化等により、診療方針に重要な変更があり、診療計画を

見直す必要が生じた場合においては、この限りでない。

(3 ) 医療保険適用病床から介護保険適用病床に転床又は介護療養型老人保健施設

に入所した場合、当該転床又は入所した週において、医療保険の薬剤l管理指導

料を算定している場合には、特定診療費又は特別療養費として定められた薬剤

管理指導は算定できないものであること。また、介護保険適用病床から医療保

険適用病床に転床又は介護療養型老人保健施設から医療保険適用病床に入院し

た場合についても同様であること。

(4 ) 特定診療費として定められた理学療法、作業療法、言語聴覚療法、集団コミ

ュニケーション療法及び精神科作業療法並びに特別療養費として定められた言

語聴覚療法及び精神科作業療法を行う施設については、医療保険の疾患別リハ

ビリテーション及び精神科作業療法を行う施設と同ーの場合及びこれらと共用

する場合も認められるものとすること。ただし、共用する場合にあっては、施

設基準及び人員配置基準等について、特定診療費又は特別療養費及び医療保険

のそれぞれにおいて定められた施設基準の両方を同時に満たす必要があること。



6 介護療養型医療施設に入院中の患者の医療保険における他保険医療機関への受診

について

(1) 介護療養型医療施設に入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の

傷病に催患し、当該介護療養型医療施設以外での診療の必要が生じた場合は、

他保険医療機関へ転医又は対診を求めることを原則とする。

(2 ) 介護療養施設サービ、ス費を算定している患者について、当該介護療養施設サ

ーピ、ス費に含まれる診療を他保険医療機関で行った場合には、当該他保険医療

機関は当該費用を算定できない。

(3) (2)にかかわらず、介護療養施設サーヒ守ス費を算定する患者に対し眼科等の

専門的な診療が必要となった場合(当該介護療養型医療施設に当該診療に係る

診療科がない場合に限る。)であって、当該患者に対し当該診療が行われた場

合(当該診療に係る専門的な診療科を標携する他保険医療機関(特別の関係に

あるものを除く。)において、次に掲げる診療行為を含む診療行為が行われた

場合に限る。)は、当該患者について算定する介護療養施設サービス費に含ま

れる診療が当該他保険医療機関において行われた診療に含まれる場合に限り、

当該他保険医療機関において、当該診療に係る費用を算定できる。ただし、短

期滞在手術基本料2及び3、医学管理等、在宅医療、投薬、注射及びリハビリ

テーションに係る費用(当該専門的な診療科に特有な薬剤を用いた投薬又は注

射に係る費用を除式。)は算定できない。

ア初・再診料

イ 短期滞在手術基本料 1

ウ検査

エ画像診断

オ精神科専門療法

カ処置

キ手 術

ク麻酔

ケ放射線治療

コ病理診断

(4) 他保険医療機関は、 (3)のアからコまでに規定する診療を行った場合には、

当該患者の入院している介護療養型医療施設から提供される当該患者に係る診

療情報に係る文書を診療録に添付するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に、

『入院介護療養型医療施設名J、「受診した理由」、「診療科J及び「⑩@(受

診日数 :0日)J と記載する。

第 3 介護調整告示について

要介護被保険者等である患者に対し算定できる診療報酬点数表に掲げる療養につい



~ 

ては、介護調整告示によるものとし、別紙を参照のこと。

第4 医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サーピス等に関する留意

事項

1 同一日算定について

診療報酬点数表の別表第一第2章第2部(在宅医療)に掲げる療養に係る同一日

算定に関する考え方については、介護保険の指定居宅サーピスは対象とするもので

はないこと。

2 月の途中で要介護被保険者等となる場合等の留意事項について

要介護被保険者等となった日から、同ーの傷害又は疾病等についての給付が医療

保険から介護保険へ変更されることとなるが、この場合において、 1月あたりの算

定回数に制限がある場合(医療保険における訪問歯科衛生指導と介護保険における

歯科衛生士が行う居宅療養管理指導の場合の月 4固など、)については、同一保険医

療機関において、両方の保険からの給付を合算した回数で制限回数を考慮するもの

であること。

3 訪問診療に関する留意事項について

(1) 指定特定施設(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準第174条第1項)、指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準第109条第1項)又は指定介護予防特定施設

(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ

ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第230条第1

項)のいずれかに入居する患者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準第192条の2に規定する外部サーピヌ利用型指定特定施設入居

者生活介護及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指

定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準第253条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護

を受けている患者を除く。)については在宅末期医療総合診療料は算定できな

し、。

(2 ) 要介護被保険者等については在宅患者連携指導料は算定で、きない。

(3) 特別養護老人ホーム入居者に対しては、「特別養護老人ホーム等における療養

の給付の取扱いについてJ(平成18年保医発第0331002号)に定める場合を除き、

在宅患者訪問診療料を算定できない。

4 在宅患者緊急時等共同指導料に関する留意事項について

介護保険における居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定し

た日は調剤に係る在宅患者緊急時等共同指導料を算定できない。



5 訪問看護に関する留意事項について

(1) 訪問看護療養費は、要介護被保険者等である患者については、訪問看護基本

療養費(II)を除き、原則としては算定できないが、特別訪問看護指示書に係る

指定訪問看護を行う場合及び訪問看護療養費にかかる訪問看護ステーションの

基準等(平成18年厚生労働省告示第103号。以下「基準告示Jという。)第2の

lに規定する疾病等の利用者に対する指定訪問看護を行う場合(退院時共同指

導加算及び退院支援指導加算については、退院後行う初回の訪問看護が特別訪

問看護指示書に係る指定訪問看護である場合又は基準告示第2の1に規定する

疾病等の利用者に対する指定訪問看護である場合、訪問看護情報提供療養費に

ついては、同一月に介護保険による訪問看護を受けていない場合に限る。)に

は、算定できる。

ただし、その場合であっても、介護保険の訪問看護において緊急時訪問看護

加算又は緊急時介護予防訪問看護加算を算定している月にあっては24時間対応

体制加算又は24時関連絡体制加算、介護保険における特別管理加算を算定して

いる月にあっては重症者管理加算は算定で、きない。

(2) 要介護被保険者等については在宅患者連携指導加算は算定できない。

6 lJハピリテーションに関する留意事項について

(1) 要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同ーの疾

患等について、医療保険における心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管

疾患等リハビリテーション料、運動器日ノヘビリテーション料又は呼吸器リハピ

リテーション料(以下「医療保険における疾患別リハビリテーション料Jとい

う。)を算定するリハピリテーション(以下「医療保険における疾患別リハビ

リテーションJという。)を行った後、介護保険における訪問リハビリテーシ

ョン若しくは通所リハピロテーション(リハビリテーションマネジメント加算、

短期集中リハビリテーション実施加算又は個別リハビリテーション実施加算を

算定していない場合を含む。)又は介護予防訪問日ハーピリテーション又は介護

予防通所リハピリテーション(運動器機能向上加算を算定していない場合を含

む。) (以下「介護保険におけるリハビリテーションJという。)に移行した日

以降は、当該リハピリテーションに係る疾患等について、手術、急性増悪等に

より医療保険における疾患別リハピリテーション料を算定する患者に該当する

こととなった場合を除き、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算

定できない。

ただし、医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別

の施設で介護保険におけるリハビリテーションを提供することになった場合に

は、一定期間、医療保険における疾患別リハビリテーションと介護保険のリハ

ビリテーションを併用して行うことで円滑な移行が期待できることかiら、必要

な場合(介護老人保健施設の入所者である場合を除く。)には、診療録及び診

療報酬明細書に「医療保険における疾患別リハピリテーションが終了する日」

を記載し、当該終了する目前の 1月間に限り、同一の疾患等について介護保険



におけるリハピリテーションを行った日以外の日に医療保険における疾患別リ

ハビリテーション料を算定することが可能である。

また、医療保険における疾患別リハビリテーシヨンが終了する日として最初

に設定した日以降については、原則どおり、問ーの疾患等について医療保険に

おける疾患別リハビリテーション料は算定できないものであるので留意するこ

と。

7 重度認知症患者デイ・ケア料等に関する留意事項について

(1) 医療保険における重度認知症患者デイ・ケア料、精神科ショート・ケア、精

神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケア(以下

「重度認知症患者デイ・ケア料等」という0) を算定している患者に対しては、

当該重度認知症患者デイ・ケア料等を、同一の環境において反復継続して行う

ことが望ましいため、患者が要介護被保険者等で、ある場合であっても、重度認

知症患者デイ・ケア料等を行っている期間内においては、介護保険における認

知症対応型通所介護費及び通所リハビリテーション費を算定できないものであ

ること。

ただし、要介護被保険者等である患者であって、特定施設入居者生活介護又

は地域密着型特定施設入居者生活介護の受給者及び、グループホーム(認知症対

応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の受給者の入居施

設)の入所者以外のものに対して行う重度認知症愚者デイ・ケア等については、

介護保険における指定認知症対応型通所介護又は通所リハビリテーションを行

った日以外の日に限り、医療保険における重度認知症患者デイ・ケア料等を算

定できるものであること。

(2 ) グループホーム(認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同

生活介護の受給者の入居施設)入所者については、医療保険の重度認知症愚者

デイ・ケア料は算定できないものであること。ただし、認知症である老人であ

って日常生活自立度判定基準がランクMに該当するものについては、介護保険

からの給付が行われないことからこの限りではないこと。

B 人工腎臓等に関する留意事項につドて

介護老人保健施設の入所者について、人工腎臓の flJを算定する場合の取扱い

は、介護老人保健施設の入所者以外の場合と同様であり、透析液(濯流液)、血液

凝固阻止剤、生理食塩水、エリスロポエチン製剤j及びダノレベポエチン製剤の費用は

人工腎臓の所定点数に含まれており、別に算定できない。なお、生理食塩水には、

回路の洗浄・充填、血圧低下時の補液、回収に使用されるもの等が含まれ、同様の

目的で使用される電解質補;夜、ブドウ糖液等についても別に算定できない。
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1 入院中の患者以外の患者
{次の施霞に入居又は入所する者を含み 3の患者を除，.) 2 入院中の患者 3 入所中の患者
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1 入院中の患者以外の患者
{次の銘般にλ居又は入所する者を含み， 3の思者を除<， ) 

2 入院中の患者 3 入所中の患者
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ii震iiiiEZE昔2511 謀議i語誓隈iiii125iiiiA22意義11空間まう明議斗紘醐医師併段保険開出品管fJ諸問守晶
君臨!?もの i霞 草野鰐街路ド・} 臨時官官露出2明言|Bb222問主惜踏まF陣 鵬首の保除医

栄， ける者が入居する醐 場合 中}の時 '" Iしない日明合の場合

自000-4 歯科疾勉管理科
包 002 歯科特定疾鳳煉餐管理科

。
。
ー。

(同一月において‘居宅律義管理指場鍵又lま介11予防居宅徳養管理指導費
が算定されている場合を除<.) 
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9004-1-4 入院栄裳食事指導科 ， 
8004-9 介磁支援退携指尊斜

8006-3 がん治省促進強計画到底定糾

8006-3-2 がん治療連接指導科

8007 退院前訪問指揮特

8008 M剣管理指導料

沢

x 

。 ， x 。

。一。
， 

'‘ 
)
 

6
 

位

一

科

H

一
場

口
一
指

ド

h
v
m峨

内
M

一
跡
目

日

一

線

1

rい
幡

市

m

創
刊

創

刊

…

創

剛

一

指

曙

供
…
第
…
指

鳩

拠

…

院

町

関

川

線

一

勝

共

情

一

退

時

醐

…

4

醐

9

…
ド
…

4

0

一・6
…t

O

O

O

 

B

B

一

B

歯
科

。
(問ー月において.居宅有限養管理指"費又は介鼠予防居宅保養管理指司事費

が3厚宿されている場合を除く.) 

。 。 。 。

， 

O

一o
…
o
…0

4
 

， ， ， 
8015 退院時共同指導料2 ， 
C001 訪問歯科衛生指魂科 。 。 。
C001-3 歯科疾患在宅様養管理科

。
{同一月において、居老策委管理指噂費又は E蓋予防居宅療釜管理指尊費

が算定されている場合を除<.) 

。 。 。 。

C003 在宅繕者訪問薬剤管理指尊斜 ， x x 
。

{末期の慈位置療の患者に限る， ) 

C007 在宅魅者追織指導科 ， x ， 
0 

{末期の車位置舗の患者r=限る.) 

。
C008 在宅勉者緊急時等カンフアレンス料 。 ， 

1-"記以外 。 。 。 。

'0 震剣服用医管理指謝料

。
{問-~において、居毛織餐管理指事費又は介限予防居宅療養管理指緑黄
が算定されている埼合を除<.ただし.当核患者の自医学的管理指尊針固
に係る疾病と男lの疾病又は負傷に係る臨時の役袈が行われた場合には算

定可)

。
， ， 薬剤情報提供料
市3 長期続袈情報提供斡
14 後発奮薬品情報提供科
'4の2 外来服銀支鑓料

綱!…………
剤 1，5 在宅患者訪問薬剤管理指埠棋

。
(同ー月において.居宅n眠薬管理指噂費又は介i予防居宅療畿管理指導費

が算定されている場合を徐<.1 
。

x x ， ， x 
。

(末期の悪性腹婦の患者に限る.1

0 
{宋糊の語性腫衝の患者に限る.1'5の2 在宅患者緊急訪問驚倒管理指場事終 。

。
(悶【闘において、居宅相.'"管理指揮費又は介館予防居宅療養管理指導焚

が算定されている場合をM;<.I 酬の開園ふ患者r=肺.) '5の3 在宅患者緊急時等共同指場料

'5の4 退鶴時共同指謙科 。 x ， ， ， 



区分

{削醐に入品JFJrgrtt騨を除〈・ 2λ険制患 者

話:苦言Eti h L 1244奈子で町内 介醐胆醐蹴 出
警護531時聖路慮霊能i脚内臓1m忠誠塁言語版品臨14患者耕輔託部糊1111
l端的iE恥雲間 i 一 一一一Jt随 員 肘 | 除 〈 土 ) 明 町 内 時 r -← 一戸 -..--1，勝僻Z

は介Ef湖 1522B2罫 l JAMP-E謹際雄君主再|間期ぅ :12iiii品開蹴問委総ぅ」 闘関説けてい忠

宗務toi峰}n i iiii!i!iiiiF}腕日??fi)3普段叫詰潜在Jiii記事伊保険医輔鱗膿「

桐ー月において‘号志望明1明弘t長て可間鴨管理指導賓

o ←|一一…ー|

3 入所中の患者

調 |11盟222522
制…

よ児以外

。
。

o ， 訪問看11>;窓織養提(1)及ぴ(m)(注加算を含む.) 
{同一建物において岡-81三Z件以上軍療保険から給付さ
lれる訪問看麗を行うか否かにより政省する区分を算定ヨ

0' 肋間場11革本療養費(n){注加算を含む.) 。 叩
%

。一昨一
。

(末期の語位置賓の血者に限る.) 

一一~寸 ー叶

x 

。
終 2

。
終 2

{間-~おいて.緊急時訪問看峰加算又は緊急時介11予防訪問者援加算を
目 算定していない場舎に隠る.) 

o 
AAI 臨時理 加 算 | 制

問ー月おいて.特別管理加算を算定していない繍合"限る.) 
看 1 一一 日一一…ー…一一一一……l一一一一一 一一一一一町一 一 一← 一一一一一一一一一一一 l 一一一 一←

o =1， 臨 時 共剛埠加算 | 加
養| 退院支銀箔樽加算 l'末期の感性蝿翁等の庖宥である向島合又は退院後行う初回の訪問看E査が特
質| 【 ~I訪問看箪指示書に係る指定勧問看限である場合に限る. ) 

在宅患宥遍犠抱噂加算 . ー
| … … …一一一一…ーイー… ι|ー …

在 宅 酷岡崎耐ンフ7レンス加算 | 必 l 

02 助問看11管理機饗鍵

"時間対応体制加算
"鴎聞週絡体制加算

。
{末期の感性血目白のl!者に限る.) 

0 
{末期の悪性姐衝のR患者に限る.) 

一一一一一 ォ。
{末期の悪位置繍の患者に限る.) 

。
{末期の怒桧理織の患者に限る.) 

| ー… l。
{末期の恵位置禽の庖者に限る.) 

03 勧問看111前線御機嫌養費

。
終 2

{問-~において.介11保険による訪問看E震を受けていない場合に限
る.1

x 

05 訪問看腫ターミナルケア擦養費
。
淡2

。
{末期の思怯腹111の患者1=限る.た
だし.看取り介鴎加算を算定してい

る場合には.算定できない.1

器提 1 社会福祉総股 身体線審者施臨場‘裳雌老人ホーム及び特別養11老人ホーム1=λ屠又は入慨す，，'者に係る惨梅線酬の算定については‘ 「伶別養臨老人ホーム等における療費量の給付の取徹いについてJ'平成18年3月31目録屋発第ω31002骨)1::特段の鰻定がある鳩合にほ.描臨続定が適用さ
れるものであること.

説話2 末期の悪性隈鎌等の感者及び急性向皆怒等により一時的に額四の訪問看峰が必要である患者に限る.

務 3 次に掲げる譲網のiI!剤科に限る.
目抗悪性園111剤(懇怯新生物lこ標患している患者に対して投与された場合に限る.) 
篠痛コントロールのための医練用際規

・銑ウイルス網(e型肝炎又はC型肝炎の効能者し〈は効果を有するもの及び後天候免疫不全信候群又はH1VIS線復の効飽若し "0効果を有するものに限る.1

器提4

IV感染症の効能又は効果を有するものに限る.) 



~. 

区分

百褐存否!賛同王商事
.外来化学療接加算

1 はλλ院所中すのる患者者を以含外みの患者
{次の施股に入居又 3の患者を除く司)

麓2
皮肉‘皮下及び筋肉肉注射{外来化学療法加算を算定するものに緩る.) 
静脈肉注射{保検医が療養街属医からS互換した介燈老人保健施置に赴いて仔うもの及び外来化学機法加算を算定するものに限る.) 

・動脈注射(外来化学療法加艇を算定するものに限る.) 
抗悪位置調剤局所持続注入(外来化学線記長加算を算定するものに隠る.) 
肝動脈聖位を伴うI!<悪位腫燭剤肝動脈内注入(外来化学理!';加算を算定τるものに限る.) 

・点靖注射(保険医が標養病床から転換した合臨老人保健施般に赴いて行コもの及び"来化学療法加算を算定するものに限る.) 
中心静脈宝射{外来化学療法加算を，草案するものに限る.) ・
寝込裂カテーテルによる中心静脈栄養{外来化学織法加算を算定するものに限る.) 

・エリスロポヱチン{人工腎腿又は腹頒溜琉を畏けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに役与された場合に限る.)の賛同
ダルペポヱチン{人工腎臓又は腹臨港旋を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投与された場合に自民る.)の費用

・銑思惟暖煽剤{外来化学燦法加算を算定する主主射に係るものに限る.)の費用
・務痛コントロールのための医療用腐懇の費用
-インターフェロン製剤(B型肝炎又はC醤肝炎の効能又は効果を有するものに限る.)の費問

2.入践中の患者

アのイ短般除病期のく介短床入燦.腹期養)所を話入を帳除室療養所受養又〈型療け.介は医養て}磁認i銀い{知総鹿介る定2箆又患2病老者ま認様介人知の保陸症病予健病床防施棟を

介サ算ち費織霞ー.用定合療他ビ何し養ス科回な施賓畏単い陵の診位自}時のうを 1介サ費雰ち中護ー】‘用定の療他ビ(し3鳩養ス科6た2合施費受単目股の診位{外鴎}う泊を

'11<ウイルス剤(B裂肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するもの，.ぴ後実性免疲不全症候群又r;l:H1 V感染症の効能又lま効果を有するものに限る.)の費用
・血友病の治擦に係る血漉B直面因子製剤及ぴ血窓越国閤子銑休廷国語箆複合体の費用

3.入所中の患者

アの短床イ病期に介短床入限E期車に所る線入療限.養所〉養る型衆を.介餐医受}臨療介け(施臨包て霞又知いは徳る(認介病患知陸織者症予の病防病棟 アイ短縁患期の者介短療入慢期所養老入棟室所人'0保集介限健養麗る施介段磁介)又麗をは老受介人け護保て予健い防絶る

ア型イ短介瓶介短護入陵期老所老入人生人所福活福生祉介祉活総盛施介股を飯臨受又又けははて地介い厳護る密予患着防者

介サ鳩医ー療ビ養ス施賓議殴の長う 11ちの官空、鳩管外官合備泊E品S質管問ラ 品位保験開被 師関療徹以保外関険の係医療強後医

※5 創傷処置(手術固から起算して+図医以内の患者に対するものを除<.λ 陪疲吸引.繍便酸制限吸入、酸繁子ント.皮膚科軟膏処置噌麟脱法，争、留置カテーテル盤憧.'JI尿、箇議殉.眼処置.耳処置.耳管処置.Il処置.ロ陸、咽頭処置.M相場11.下喉蹟処置‘ネブライザ一、短音浪
ネブライザー.介遺牽引.j肖炎餓繍等処置.I‘腔栄養及び長期療養患者補纏等処置を除<. 

総? 検査、リハビリテ シヨシ.処1II.手術又I志麻齢について.それぞれ、特掲.. 線料の施股基調匹{平成"年厚生労働省告示館63号)別表寓12の鱒t号‘第2号、銀3号....骨又，.第5号に掲げるものを除<. 



別 添

基本診療料の施設基準等に係る届出書

恒z
(届出事項)

]の施設基準に係る届出

口 当該届出を行う前6か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規

定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。

口 当該届出を行う前日か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣

が定める掲示事項等第三に規定する基準に違反したことがなく、かっ現に違反していないこと。

口 当該届出を行う前6月間において、健康保険法第78条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法

律第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容文は診療報酬の請求に関し、不正文は不当

な行為が認められたことがないこと。

口 当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院恩者数の基準及び医師等の員数の基準

並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員

数の基準に該当する保険医療機関でないこと。

標記について、上記基準のすべてに適合しているので、別添の様式を添えて届出します。!

平成 年 月

保険医療機関の所在地

及び名称、

殿

日

開設者名

備考 1 [ ]欄には、該当する施設基準の名称を記入すること。

2 口には、適合する場合 r-/Jを記入すること。

3 届出書は、正副2通提出のこと。

印



様式 l

施設基準等に係る届出書添付書類

今回の届出
病棟数 病床数 入院患者数

に係る病棟

届出時
1日平均

入院息者数

総病床数

一般病棟入院基本料

療養病棟入院基本料

認知症治療病棟入院料

※ 1日平均入院患者数の算出期間 年 月 日~ 年 月 日

※届出対象となる病室を枠で囲む等により明確にして、当該病棟の配置図及び平面図を添

イ寸すること。

※届出対象となる病室について、該当する入院基本料の「今回の届出に係る病棟 j の欄に

チェックを行い、届出対象の病床数を括弧内に記入すること。なお、届出対象となる病

室が複合病棟にある場合には、一般病棟入院基本料の該当欄に記入すること。



様式 2

入院基本料等の施設基準に係る届出書添付書類(勤務形態)

看護師 准看護師 看護補助者

看護配置 看護補助
病棟勤務

捕 以 外
病棟勤務

病棟以外
病棟勤務

病棟以外

加算 加算 との兼任 との兼任 との兼任

病棟従事者総数

一般病棟入院基本料

療養病棟入院基本料

認知症治療病棟入院料

勤 務 体 市l

3交代制 日勤 ~ 準夜勤 ~ 深夜勤 ~ 

2交代制 日勤 ~ 夜 勤 ~ 

その他 日勤 ~ ~ 

その他 日勤 ~ ~ 

[記載上の注意]

1 看護師、准看護師及び看護補助者の数は届出時の看護師、准看護師及び看護補助者の

数を記載すること。なお、保健師及び助産師の数については、有議師の欄に含めて記載

すること。

2 病棟勤務欄には病棟看護師長を含めた人数を記載すること。

3 r病棟以外との兼任J欄には、治療棟、外来等と兼任の者の数を記載すること。

4 外来、手術室・中央材料室等の勤務者数は「病棟勤務」欄に記入し、病棟との兼務は

「病棟以外との兼任J櫛に人数を記入すること。

5 当該保険医療機関の所定の全就業時間を通して勤務する常勤以外の者及び病棟以外の

兼任者にあっては、病棟勤務の時間を比例計算し、看護師、准看護師及び看護補助者の

数の所定欄に算入し、記載すること。



様式3

有床診療所の施設基準に係る届出書添付書類

入院患者数
区

床病数
病床数 1 日平均 備 考

分 届出時
入院息者数

及

び 総 数 V 床 名 名 1日平均入院

入 息者数算出期間

院 一般病床 床 名 名

患、 内 年 月 日

者 療養病床 床 名 名 ~ 
数 訳 ーーー・----------ーーーーーー』 ーーーーーーーーーーーーーーー ー--ーーー----_.・ 晶画』・・・・ーー・ M 圃 年 月 日

対象病床 床 名 名

看護師・准看護師 看護補助者

看 入院患者に 入院患者以 入院患者に 入院患者以

対する勤務 外との兼務 対する勤務 外との兼務

護

総 数 名 名 名 名

要

/ / 一般病床 名 名

員 内

療養病床 名 名 名 名

数 訳 ーーーー』ー・・ーーー・ー・.ー-----------・・・・・・・・--'ー・--------ー --------再開戸
対象病床 名 名 名 名

上記以外の勤務 名 名

時 問 帯 区 分

勤((該時当間務す帯る形もの態にO印) 当直制 交)代制，(・: そ~の他
を記入) ~ 

[記載上の注意]

1 一般病床の区分欄には、 1又は2を記入する。

2 療養病床の区分欄には「入院」又は「特別Jを記入する。

3 届出対象となる病床については、対象病床の欄に記入すること。

4 届出対象となる病室を枠で囲む等により明確にして、当該病棟の配置図及び平面図を添付する

こと。

5 療養病床、その他の病床、専用病床及び外来との兼務を行う場合の看議要員の人数については、

時間割比例計算により算入する。



様式4

職種

療

養

病

床

そ

の

他

の

病

床

[記入上の注意]

有床診療所の施設基準に係る届出書添付書類

(看護要員の名簿)

氏 名 勤 務 形 態

1 r職種」欄には、看護師、准看護師、看護補助者の別を記載すること。

勤 務 時 間

2 r勤務形態」欄には、常勤、パートタイム等及び外来との兼務等の勤務形態を記載すること。

3 r勤務時間」欄には、パートタイム等のものについては、 1日当たりの平均勤務時間を記載す

ること。



様式5

療養病棟療養環境加算の施設基準に係る届出書添付書類

床療養病棟
医療法許可病床数

結核病棟 床精神病棟

名療養病棟
1日平均入院患者数 名

結核病棟 名精神病棟

1日平均入院患者数
年 月 日 ~ 年 月 日

算 出 期 間

療養病棟の概要

機能訓練室の概要

(1) 現員数 名 (うち常勤医師数 名)

医 師 の 数

(2) 医療法における標準の医師の数 名

看准護看護師及師びの数
(1) 現員数 名

(2) 医療法における標準の看護師及び准看護師の数 名

(1) 現員数 名

看護補助者の数

(2) 医療法における標準の看護補助者の数 名

〔記入上の注意]

医師数、看護師数・准看護師数及び看護補助者数は届出時の数を記入すること。



様式B

診療所療養病床療養環境加算の施設基準に係る届出書添付書類

医療法許可病床数 床

その他の病床

1日平均入院患者数 名

その他の病床

1日平均入院患者数 年 月 日 ~ 年 月 日

算出期間

療養病床の概要

機能訓練室の概要

( 1 ) 現員数 名 (うち常勤医師数 名)

医師の数

(2) 医療法における標準の医師の数 名

看護師及び准看護師 (1)現員数 名

の数

(2) 医療法における標準の看護師及び准看護師の数 名

( 1 )現員数 名

看護補助者の数

(2) 医療法における標準の看護補助者の数 名

〔記入上の注意〕

1 その他の病床とは、療養病床以外の病床をいう。

2 医師数、看護師数・准看護師数及び看護補助者数は届出時の数を記入すること。



リ

様式7

1 届出に係る[ ]病棟の概要(病棟ごとに記載すること。)

病 棟 名 病床数 床(対象病床数を記入) I 

個室 室 2人室 室 3人室 室 4人室 室

病室の状況 5人室 室 6人室以上 室

(対象病床につい 〔うち伽療養環境の 個室 室 2人室

て記載)

提供に関する病室 3人室 室 4人室

病 棟面積

(以下は対象病床 平方メートル (うち患者1人当たり 平方メートル)

を含む病棟につ

いて記入)

病室部分に係る

平方メートル (うち，患者1人当たり 平方メートル)

病 棟面積

廊 下 幅も 片側室部分 メートノレ 両側室部分 メートノレ

食 堂 平方メートル

談 話 室 有 . 無 と共用)

浴 室 有 無

2 届出に係る機能訓練室、作業療法室又は生活機能回復訓練室(以下「機能訓練室等」という。)

の概要

機能訓練室等の床面積 平方メートノレ

機能訓練室等に具備

されている器具・器械

〔記入上の注意〕

1 届出に係る基準ごとに、該当する項目のみ記入すること。

2 面積及び廊下幅については、小数点第 11'立まで記入すること。

3 病室部分に係る病棟面積の患者1人当たり面積については、最小となる室について、廊下

幅については、最も狭い部分について記載すること。

• 


